
 近年の気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化に備え、これまでの治水対策に加え、河川の流域のあらゆる関係者
が協働して流域全体で水害を軽減させる「流域治水」が求められています。

 雨水タンクは家庭で取り組むことが出来る浸水対策です。
 雨水の流出抑制、災害時の雑用水確保、健全な水循環の形成のため、本市において雨水タンクを設置する者に対し、その

購入に要する費用の一部に係る助成金（雨水タンクの購入金額の２/3・上限２万円）を交付しています。
 本制度は令和５年７月３日から開始しています。

令和６年７月１７日
下水道計画課雨水タンク助成制度の実施

■事業の目的

■令和６年度のPR状況

助成対象
〇雨水タンクを設置する建物（公共下水道に接続済みまたは

接続見込み）の所有者または使用者

〇密閉構造・既製品の雨水タンク（100ℓ以上） 制度詳細
（上下水道局HP）

雨水タンクとは
住宅などの屋根に降った水を雨どいから集め
一時的にためておくためのタンクです。

〇市政だより（R6.4.15号） 〇くらしのなかの上下水道（R6.６号） 〇菖蒲まつりで展示（R6.6.9）〇水環境館での展示（R6.5.20～26）

・水環境館での実物の展示を開始（１２月１５日まで）
・区役所、市民センターで広報用チラシを設置
・各種SNS（X・LINEVOOM・Facebook）で案内

資料６






